
 

出張申請サポートカーが施設などへ伺い、 

市職員が申請手続きや写真撮影のサポートをします。 

まずはご相談ください！ 
 

 

① 市役所またはマロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口で受け取り 

② 郵送での受け取り 

※②は、申請時に本人確認書類が必要となりますので、事前にご相談ください。 

申請から１～２か月後に、①または②の方法で受け取りできます。 

マイナンバーカードの受け取り 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お任せください！ 

マイナンバーカード申請サポートを 

市内各地で行います！ 

問い合わせ 
小田原市 戸籍住民課 電話３３－１３８４ （平日 8:30～17:00） 

介護サービス事業者連絡会議にご出席のみなさまへ 

 

■出張申請サポートカーをご利用できる方 

小田原市内に在住のかた、複数名で応募が可能なかた（目安５名程度） 

■出張可能な日時・場所 

平日（９時から１７時まで） ・ 市内各地（駐車可能な場所） 

■ご利用できる手続き 

マイナンバーカードの新規申請 

（再申請や保険証利用登録申請、公金口座登録などの手続きはご利用できません。） 
 
 

 何に使えるのかな？ 

・本人確認書類として利用ができます！ 

・コンビニで証明書が取れます！ 

など 
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